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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面におけるユーザの視線の位置に関する情報に基づいて、ユーザが所定のオブジ
ェクトを見たかを判定する判定部と、
　ユーザが所定のオブジェクトを見たと判定された場合に、音声認識処理を制御する音声
認識制御部と、
　を備え、
　前記音声認識制御部は、見たと判定された前記所定のオブジェクトに基づいて、見たと
判定された前記所定のオブジェクトに対応する命令を特定し、特定された命令が認識され
るように前記音声認識処理を制御し、
　前記音声認識制御部は、
　見たと判定された前記所定のオブジェクトを含む表示画面における所定の領域内に含ま
れる、他のオブジェクトを判定し、
　見たと判定された前記所定のオブジェクトに対応付けられている命令と、判定された前
記他のオブジェクトに対応付けられている命令とを、見たと判定された前記所定のオブジ
ェクトに対応する命令として特定する、情報処理装置。
【請求項２】
　前記音声認識制御部は、
　所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザに対応するユーザの視線の位置に関する
情報に基づいて、音源分離を行うことが可能な音声入力デバイスに、所定のオブジェクト
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を見たと判定されたユーザの位置から発せられる音声を示す音声信号を取得させ、
　前記音声入力デバイスにより取得された音声信号に対して音声認識を行わせる、請求項
１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記音声認識制御部は、
　所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザに対応するユーザの視線の位置に関する
情報に基づくユーザの位置と、音源定位を行うことが可能な音声入力デバイスが測定した
音源の位置との差分が、設定された閾値以下の場合、または、
　前記ユーザの位置と前記音源の位置との差分が、前記閾値より小さい場合に、
　前記音声入力デバイスにより取得された音声を示す音声信号に対して音声認識を行わせ
る、請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記判定部は、ユーザの視線の位置に関する情報が示す視線の位置が、所定のオブジェ
クトを含む表示画面における第１領域内に含まれる場合に、ユーザが所定のオブジェクト
を見たと判定する、請求項１～３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記判定部が、ユーザが所定のオブジェクトを見たと判定した場合、
　前記判定部は、所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザに対応するユーザの視線
の位置に関する情報が示す視線の位置が、所定のオブジェクトを含む表示画面における第
２領域内に含まれなくなったときに、前記ユーザが所定のオブジェクトを見ていないと判
定し、
　前記音声認識制御部は、前記ユーザが所定のオブジェクトを見ていないと判定されたと
きに、前記ユーザに対する音声認識を終了させる、請求項１～４のいずれか１項に記載の
情報処理装置。
【請求項６】
　前記判定部が、ユーザが所定のオブジェクトを見たと判定した場合、
　前記判定部は、
　所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザに対応するユーザの視線の位置に関する
情報が示す視線の位置が、所定のオブジェクトを含む表示画面における第２領域内に含ま
れない状態が、設定された設定時間以上継続するとき、または、
　所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザに対応するユーザの視線の位置に関する
情報が示す視線の位置が前記第２領域内に含まれない状態が、前記設定時間より長く継続
するときに、
　前記ユーザが所定のオブジェクトを見ていないと判定し、
　前記音声認識制御部は、前記ユーザが所定のオブジェクトを見ていないと判定されたと
きに、前記ユーザに対する音声認識を終了させる、請求項１～４のいずれか１項に記載の
情報処理装置。
【請求項７】
　前記判定部は、所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザに対応するユーザの視線
の位置に関する情報が示す視線の位置の履歴に基づいて、前記設定時間を動的に設定する
、請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記判定部は、一のユーザが所定のオブジェクトを見たと判定した後に、前記一のユー
ザが所定のオブジェクトを見ていないと判定されていない場合には、他のユーザが所定の
オブジェクトを見たとは判定しない、請求項１～７のいずれか１項に記載の情報処理装置
。
【請求項９】
　前記判定部は、
　前記表示画面において画像が表示される方向が撮像された撮像画像に基づいてユーザを
特定し、
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　特定されたユーザに対応するユーザの視線の位置に関する情報に基づいて、ユーザが所
定のオブジェクトを見たかを判定する、請求項１～８のいずれか１項に記載の情報処理装
置。
【請求項１０】
　前記所定のオブジェクトを表示画面に表示させる表示制御部をさらに備える、請求項１
～９のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記表示制御部は、前記ユーザの視線の位置に関する情報が示す視線の位置によらず、
表示画面における設定されている位置に、前記所定のオブジェクトを表示させる、請求項
１０に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記表示制御部は、前記ユーザの視線の位置に関する情報に基づいて、前記所定のオブ
ジェクトを選択的に表示させる、請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記表示制御部は、前記所定のオブジェクトを表示させる場合には、設定されている表
示方法を用いて前記所定のオブジェクトを表示させる、請求項１２に記載の情報処理装置
。
【請求項１４】
　前記表示制御部は、前記所定のオブジェクトを表示させる場合には、前記ユーザの視線
の位置に関する情報が示す視線の位置に基づいて、段階的に前記所定のオブジェクトを表
示させる、請求項１２または１３に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記表示制御部は、音声認識が行われている場合、前記所定のオブジェクトの表示態様
を変える、請求項１０～１４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　表示画面におけるユーザの視線の位置に関する情報に基づいて、ユーザが所定のオブジ
ェクトを見たかを判定するステップと、
　ユーザが所定のオブジェクトを見たと判定された場合に、音声認識処理を制御するステ
ップと、
　を有し、
　前記音声認識処理を制御するステップでは、見たと判定された前記所定のオブジェクト
に基づいて、見たと判定された前記所定のオブジェクトに対応する命令が特定され、特定
された命令が認識されるように前記音声認識処理が制御され、
　前記音声認識処理を制御するステップでは、
　見たと判定された前記所定のオブジェクトを含む表示画面における所定の領域内に含ま
れる、他のオブジェクトが判定され、
　見たと判定された前記所定のオブジェクトに対応付けられている命令と、判定された前
記他のオブジェクトに対応付けられている命令とが、見たと判定された前記所定のオブジ
ェクトに対応する命令として特定される、情報処理装置により実行される情報処理方法。
【請求項１７】
　表示画面におけるユーザの視線の位置に関する情報に基づいて、ユーザが所定のオブジ
ェクトを見たかを判定するステップ、
　ユーザが所定のオブジェクトを見たと判定された場合に、音声認識処理を制御するステ
ップ、
　をコンピュータに実行させ、
　前記音声認識処理を制御するステップでは、見たと判定された前記所定のオブジェクト
に基づいて、見たと判定された前記所定のオブジェクトに対応する命令が特定され、特定
された命令が認識されるように前記音声認識処理が制御され、
　前記音声認識処理を制御するステップでは、
　見たと判定された前記所定のオブジェクトを含む表示画面における所定の領域内に含ま
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れる、他のオブジェクトが判定され、
　見たと判定された前記所定のオブジェクトに対応付けられている命令と、判定された前
記他のオブジェクトに対応付けられている命令とが、見たと判定された前記所定のオブジ
ェクトに対応する命令として特定される、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、アイトラッキング技術などの視線検出技術を利用し、ユーザが視線により操作を
行うことが可能なユーザインタフェースが登場している。ユーザが視線により操作を行う
ことが可能なユーザインタフェースに関する技術としては、例えば下記の特許文献１に記
載の技術が挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－６４３９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　音声認識が行われる場合、音声認識を開始するトリガーとしては、例えば、ボタンを押
すなどユーザが特定のユーザ操作を行うことや、ユーザが特定のワードを発話することが
挙げられる。しかしながら、上記のような特定のユーザ操作や特定のワードの発話によっ
て音声認識が行われる場合には、ユーザが行っていた操作や会話などを妨げる可能性があ
る。よって、上記のような特定のユーザ操作や特定のワードの発話によって音声認識が行
われる場合には、ユーザの利便性を低下させる恐れがある。
【０００５】
　本開示では、音声認識が行われる場合におけるユーザの利便性の向上を図ることが可能
な、新規かつ改良された情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムを提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示によれば、表示画面におけるユーザの視線の位置に関する情報に基づいて、ユー
ザが所定のオブジェクトを見たかを判定する判定部と、ユーザが所定のオブジェクトを見
たと判定された場合に、音声認識処理を制御する音声認識制御部と、を備える、情報処理
装置が提供される。
【０００７】
　また、本開示によれば、表示画面におけるユーザの視線の位置に関する情報に基づいて
、ユーザが所定のオブジェクトを見たかを判定するステップと、ユーザが所定のオブジェ
クトを見たと判定された場合に、音声認識処理を制御するステップと、を有する、情報処
理装置により実行される情報処理方法が提供される。
【０００８】
　また、本開示によれば、表示画面におけるユーザの視線の位置に関する情報に基づいて
、ユーザが所定のオブジェクトを見たかを判定するステップ、ユーザが所定のオブジェク
トを見たと判定された場合に、音声認識処理を制御するステップ、をコンピュータに実行
させるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示によれば、音声認識が行われる場合におけるユーザの利便性の向上を図ることが
できる。
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【００１０】
　なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記
の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握されうる
他の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態に係る所定のオブジェクトの一例を示す説明図である。
【図２】本実施形態に係る情報処理方法に係る処理の一例を説明するための説明図である
。
【図３】本実施形態に係る情報処理方法に係る処理の一例を説明するための説明図である
。
【図４】本実施形態に係る情報処理方法に係る処理の一例を説明するための説明図である
。
【図５】本実施形態に係る情報処理方法に係る処理の一例を説明するための説明図である
。
【図６】本実施形態に係る情報処理方法に係る処理の一例を説明するための説明図である
。
【図７】本実施形態に係る情報処理方法に係る処理の一例を説明するための説明図である
。
【図８】本実施形態に係る情報処理装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図９】本実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１３】
　また、以下では、下記に示す順序で説明を行う。
　　１．本実施形態に係る情報処理方法
　　２．本実施形態に係る情報処理装置
　　３．本実施形態に係るプログラム
【００１４】
（本実施形態に係る情報処理方法）
　本実施形態に係る情報処理装置の構成について説明する前に、まず、本実施形態に係る
情報処理方法について説明する。以下では、本実施形態に係る情報処理方法に係る処理を
、本実施形態に係る情報処理装置が行う場合を例に挙げて、本実施形態に係る情報処理方
法について説明する。
【００１５】
［１］本実施形態に係る情報処理方法に係る処理の概要
　上述したように、特定のユーザ操作や特定のワードの発話によって音声認識が行われる
場合には、ユーザの利便性を低下させる恐れがある。また、特定のユーザ操作や特定のワ
ードの発話を音声認識を開始するトリガーとする場合には、ユーザが行っていた他の操作
や会話などを妨げる可能性があることから、特定のユーザ操作や特定のワードの発話は、
自然な操作であるとは言い難い。
【００１６】
　そこで、本実施形態に係る情報処理装置は、音声認識処理を制御することによって、特
定のユーザ操作や特定のワードの発話が検出された場合に音声認識を行わせるのではなく
、ユーザが表示画面に表示されている所定のオブジェクトを見たと判定された場合に、音
声認識を行わせる。
【００１７】
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　ここで、本実施形態に係る情報処理装置が音声認識処理を制御する対象としては、例え
ば、自装置（本実施形態に係る情報処理装置。以下、同様とする。）や、通信部（後述す
る）や接続されている外部の通信デバイスを介して通信可能な外部装置が挙げられる。上
記外部装置としては、例えば、サーバなど音声認識処理を行うことが可能な任意の装置が
挙げられる。また、上記外部装置は、例えば、クラウドコンピューティングなどのように
、ネットワークへの接続（または各装置間の通信）を前提とした、１または２以上の装置
からなるシステムであってもよい。
【００１８】
　音声認識処理を制御する対象が自装置である場合、本実施形態に係る情報処理装置は、
例えば、自装置において音声認識（音声認識処理）を行い、自装置において行われた音声
認識の結果を利用する。本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、音声を認識すること
が可能な任意の技術を用いて音声を認識する。
【００１９】
　また、音声認識処理を制御する対象が上記外部装置である場合、本実施形態に係る情報
処理装置は、例えば、音声認識を制御する命令を含む制御データを、通信部（後述する）
などに、上記外部装置へと送信させる。本実施形態に係る音声認識を制御する命令として
は、例えば、音声認識処理を行わせる命令と、音声認識処理を終了させる命令とが挙げら
れる。また、上記制御データには、例えば、さらにユーザが発話した音声を示す音声信号
が含まれていてもよい。音声認識処理を行わせる命令を含む上記制御データを上記外部装
置へと送信させる場合、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、上記外部装置から取
得された“外部装置において行われた音声認識の結果を示すデータ”を利用する。
【００２０】
　以下では、本実施形態に係る情報処理装置が音声認識処理を制御する対象が、自装置で
ある場合、すなわち、本実施形態に係る情報処理装置が音声認識を行う場合を主に例に挙
げて、本実施形態に係る情報処理方法に係る処理について説明する。
【００２１】
　また、本実施形態に係る表示画面とは、例えば、様々な画像が表示され、ユーザが視線
を向ける表示画面である。本実施形態に係る表示画面としては、例えば、本実施形態に係
る情報処理装置が備える表示部（後述する）の表示画面や、本実施形態に係る情報処理装
置と無線または有線で接続されている外部の表示装置（または、外部の表示デバイス）の
表示画面などが挙げられる。
【００２２】
　図１は、本実施形態に係る所定のオブジェクトの一例を示す説明図である。図１のＡ～
図１のＣは、表示画面に表示されている、所定のオブジェクトを含む画像の一例をそれぞ
れ示している。
【００２３】
　本実施形態に係る所定のオブジェクトとしては、例えば、図１のＡのＯ１に示すような
音声認識を行わせるためのアイコン（以下、「音声認識アイコン」と示す。）や、図１の
ＢのＯ２に示すような音声認識を行わせるための画像（以下、「音声認識画像」と示す。
）が挙げられる。図１のＢに示す例では、本実施形態に係る音声認識画像として、キャラ
クターを示すキャラクター画像を示している。なお、本実施形態に係る音声認識アイコン
や、本実施形態に係る音声認識画像が、図１のＡや図１のＢに示す例に限られないことは
言うまでもない。
【００２４】
　なお、本実施形態に係る所定のオブジェクトは、音声認識アイコンや音声認識画像に限
られない。例えば、本実施形態に係る所定のオブジェクトは、例えば図１のＣのＯ３に示
すオブジェクトのように、ユーザ操作により選択されうるオブジェクト（以下、「選択候
補オブジェクト」と示す。）であってもよい。図１のＣに示す例では、本実施形態に係る
選択候補オブジェクトとして、映画のタイトルなどを示すサムネイル画像を示している。
なお、図１のＣでは、符号Ｏ３が付されていないサムネイル画像やアイコンが、本実施形
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態に係る選択候補オブジェクトであってもよい。また、本実施形態に係る選択候補オブジ
ェクトが、図１のＣに示す例に限られないことは言うまでもない。
【００２５】
　本実施形態に係る情報処理装置が、ユーザが表示画面に表示されている図１に示すよう
な所定のオブジェクトを見たと判定したときに、音声認識を行う場合、ユーザは、例えば
、所定のオブジェクトに視線を向けて所定のオブジェクトを見ることによって、本実施形
態に係る情報処理装置に音声認識を開始させることが可能となる。
【００２６】
　また、仮に、ユーザが、他の操作や会話などを行っていたとしても、ユーザが所定のオ
ブジェクトを見ることにより当該他の操作や会話を妨げる可能性は、特定のユーザ操作や
特定のワードの発話によって音声認識が行われる場合よりも低い。
【００２７】
　さらに、ユーザが表示画面に表示されている所定のオブジェクトを見たことを、音声認
識を開始するトリガーとする場合には、ユーザが行っていた他の操作や会話などを妨げる
可能性が低いことから、ユーザが表示画面に表示されている所定のオブジェクトを見るこ
とは、上記特定のユーザ操作や特定のワードの発話よりも、より自然な操作であるといえ
る。
【００２８】
　したがって、本実施形態に係る情報処理装置が、本実施形態に係る情報処理方法に係る
処理として、ユーザが表示画面に表示されている所定のオブジェクトを見たと判定したと
きに音声認識を行わせることによって、音声認識が行われる場合におけるユーザの利便性
の向上を図ることができる。
【００２９】
［２］本実施形態に係る情報処理方法に係る処理
　次に、本実施形態に係る情報処理方法に係る処理について、より具体的に説明する。
【００３０】
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、本実施形態に係る情報処理方法に係る処理
として、例えば、下記に示す（１）判定処理、および（２）音声認識制御処理を行うこと
によって、ユーザの利便性の向上を図る。
【００３１】
（１）判定処理
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、表示画面におけるユーザの視線の位置に関
する情報に基づいて、ユーザが所定のオブジェクトを見たかを判定する。
【００３２】
　ここで、本実施形態に係るユーザの視線の位置に関する情報とは、例えば、ユーザの視
線の位置を示すデータ、または、ユーザの視線の位置の特定に用いることが可能なデータ
（または、ユーザの視線の位置の推定に用いることが可能なデータ。以下、同様とする。
）である。
【００３３】
　本実施形態に係るユーザの視線の位置を示すデータとしては、例えば、表示画面におけ
るユーザの視線の位置を示す座標データが挙げられる。表示画面におけるユーザの視線の
位置は、例えば、表示画面における基準位置を原点とする座標系における座標で表される
。また、本実施形態に係るユーザの視線の位置を示すデータには、視線の方向を示すデー
タ（例えば、表示画面に対する角度を示すデータなど）が含まれていてもよい。
【００３４】
　また、本実施形態に係るユーザの視線の位置の特定に用いることが可能なデータとして
は、例えば、表示画面において画像（動画像または静止画像）が表示される方向が撮像さ
れた撮像画像データが挙げられる。また、本実施形態に係るユーザの視線の位置の特定に
用いることが可能なデータには、さらに、表示画面において画像が表示される方向の赤外
線を検出する赤外線センサの検出データなど、ユーザの視線の位置の推定精度の向上に用
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いることが可能な検出値を得る、任意のセンサの検出データが含まれていてもよい。
【００３５】
　本実施形態に係るユーザの視線の位置に関する情報として、表示画面におけるユーザの
視線の位置を示す座標データが用いられる場合、本実施形態に係る情報処理装置は、例え
ば、視線検出技術を用いてユーザの視線の位置を特定（または推定）した外部装置から取
得された、表示画面におけるユーザの視線の位置を示す座標データを用いて、表示画面に
おけるユーザの視線の位置を特定する。また、本実施形態に係るユーザの視線の位置に関
する情報として、視線の方向を示すデータが用いられる場合、本実施形態に係る情報処理
装置は、例えば、上記外部装置から取得された視線の方向を示すデータを用いて、ユーザ
の視線の方向を特定する。
【００３６】
　ここで、例えば、視線検出技術を用いて検出された視線と、表示画面において画像が表
示される方向が撮像された撮像画像から検出される表示画面に対するユーザの位置や顔の
向きなどとを用いることによって、表示画面におけるユーザの視線の位置や、ユーザの視
線の方向を特定することが可能である。なお、本実施形態に係る表示画面におけるユーザ
の視線の位置やユーザの視線の方向の特定方法は、上記に限られない。例えば、本実施形
態に係る情報処理装置や、外部装置は、表示画面におけるユーザの視線の位置やユーザの
視線の方向を特定することが可能な任意の技術を用いることが可能である。
【００３７】
　また、本実施形態に係る視線検出技術としては、例えば、目の基準点（例えば、目頭や
角膜反射などの目における動かない部分に対応する点）に対する、目の動点（例えば、虹
彩や瞳孔などの目における動く部分に対応する点）の位置に基づいて、視線を検出する方
法が挙げられる。なお、本実施形態に係る視線検出技術は、上記に限られず、例えば、視
線を検出することが可能な任意の視線検出技術であってもよい。
【００３８】
　本実施形態に係るユーザの視線の位置に関する情報として、ユーザの視線の位置の特定
に用いることが可能なデータが用いられる場合、本実施形態に係る情報処理装置は、例え
ば、自装置が備える撮像部（後述する）や外部の撮像デバイスから取得された撮像画像デ
ータ（ユーザの視線の位置の特定に用いることが可能なデータの一例）を用いる。また、
上記の場合、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、自装置が備えるユーザの視線の
位置の推定精度の向上に用いることが可能なセンサや、外部のセンサから取得された検出
データ（ユーザの視線の位置の特定に用いることが可能なデータの一例）を用いてもよい
。本実施形態に係る情報処理装置は、例えば上記のように取得されたユーザの視線の位置
の特定に用いることが可能なデータを用いて、本実施形態に係る表示画面におけるユーザ
の視線の位置やユーザの視線の方向の特定方法に係る処理を行い、表示画面におけるユー
ザの視線の位置やユーザの視線の方向を特定する。
【００３９】
（１－１）判定処理の第１の例
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、ユーザの視線の位置に関する情報が示す視
線の位置が、所定のオブジェクトを含む表示画面における第１領域内に含まれる場合に、
ユーザが所定のオブジェクトを見たと判定する。
【００４０】
　ここで、本実施形態に係る第１領域は、例えば、所定のオブジェクトにおける基準位置
を基に設定される。本実施形態に係る基準位置としては、例えば、オブジェクトの中心点
など、予め設定されているオブジェクト内の任意の位置が挙げられる。本実施形態に係る
第１領域の大きさや形状は、予め設定されていてもよいし、ユーザ操作などに基づいて設
定されてもよい。一例を挙げると、本実施形態に係る第１領域としては、例えば、所定の
オブジェクトを含む領域のうちの最小の領域（すなわち、所定のオブジェクトが表示され
る領域）や、所定のオブジェクトの基準点を中心とする円形や矩形の領域などが挙げられ
る。また、本実施形態に係る第１領域は、例えば、表示画面における表示領域が分割され
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た領域（以下、「分割領域」と示す。）であってもよい。
【００４１】
　より具体的には、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、ユーザの視線の位置に関
する情報が示す視線の位置が、所定のオブジェクトを含む表示画面における第１領域内に
含まれたときに、ユーザが所定のオブジェクトを見たと判定する。
【００４２】
　なお、第１の例に係る判定処理は、上記に限られない。
【００４３】
　例えば、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、ユーザの視線の位置に関する情報
が示す視線の位置が、第１領域内である時間が、設定されている第１設定時間よりも長い
場合に、ユーザが所定のオブジェクトを見たと判定してもよい。また、本実施形態に係る
情報処理装置は、例えば、ユーザの視線の位置に関する情報が示す視線の位置が第１領域
内である時間が、第１設定時間以上である場合に、ユーザが所定のオブジェクトを見たと
判定することも可能である。
【００４４】
　本実施形態に係る第１設定時間としては、例えば、本実施形態に係る情報処理装置の製
造者やユーザ操作などに基づいて予め設定されている時間が挙げられる。本実施形態に係
る第１設定時間が、予め設定されている時間である場合、本実施形態に係る情報処理装置
は、ユーザの視線の位置に関する情報が示す視線の位置が第１領域内である時間と、予め
設定されている第１設定時間とに基づいて、ユーザが所定のオブジェクトを見たかを判定
する。
【００４５】
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば上記第１の例に係る判定処理を行うことによ
って、ユーザの視線の位置に関する情報に基づいて、ユーザが所定のオブジェクトを見た
か否かを判定する。
【００４６】
　上述したように、本実施形態に係る情報処理装置は、ユーザが表示画面に表示されてい
る所定のオブジェクトを見たと判定された場合に、音声認識を行わせる。つまり、本実施
形態に係る情報処理装置は、例えば上記第１の例に係る判定処理を行った結果、ユーザが
所定のオブジェクトを見たと判定された場合に、後述する（２）の処理（音声認識制御処
理）を開始して音声認識を行わせる。
【００４７】
　なお、本実施形態に係る判定処理は、上記第１の例に係る判定処理のように、ユーザが
所定のオブジェクトを見たかを判定する処理に限られない。
【００４８】
　例えば、本実施形態に係る情報処理装置は、ユーザの視線の位置に関する情報に基づい
て、ユーザが所定のオブジェクトを見たと判定された後に、ユーザが所定のオブジェクト
を見ていないことを判定する。第２の例に係る判定処理において、ユーザが所定のオブジ
ェクトを見たと判定された後に、当該ユーザが所定のオブジェクトを見ていないと判定さ
れた場合には、後述する（２）の処理（音声認識制御処理）では、当該ユーザに対する音
声認識を終了させることとなる。
【００４９】
　具体的には、ユーザが所定のオブジェクトを見たと判定した場合、本実施形態に係る情
報処理装置は、例えば、下記の第２の例に係る判定処理や、下記の第３の例に係る判定処
理を行うことによって、ユーザが所定のオブジェクトを見ていないことを判定する。
【００５０】
（１－２）判定処理の第２の例
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、所定のオブジェクトを見たと判定されたユ
ーザに対応するユーザの視線の位置に関する情報が示す視線の位置が、所定のオブジェク
トを含む表示画面における第２領域内に含まれなくなったときに、ユーザが所定のオブジ
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ェクトを見ていないと判定する。
【００５１】
　本実施形態に係る第２領域としては、例えば、本実施形態に係る第１領域と同一の領域
が挙げられる。なお、本実施形態に係る第２領域は、上記に限られない。例えば、本実施
形態に係る第２領域は、本実施形態に係る第１領域よりも大きな領域であってもよい。
【００５２】
　一例を挙げると、本実施形態に係る第２領域としては、例えば、所定のオブジェクトを
含む領域のうちの最小の領域（すなわち、所定のオブジェクトが表示される領域）や、所
定のオブジェクトの基準点を中心とする円形や矩形の領域などが挙げられる。また、本実
施形態に係る第２領域は、例えば、分割領域であってもよい。本実施形態に係る第２領域
の具体例については、後述する。
【００５３】
　例えば、本実施形態に係る第１領域と本実施形態に係る第２領域とが、共に所定のオブ
ジェクトを含む領域のうちの最小の領域（すなわち、所定のオブジェクトが表示される領
域）であるときには、本実施形態に係る情報処理装置は、ユーザが所定のオブジェクトか
ら目を逸らした場合に、ユーザが所定のオブジェクトを見ていないと判定する。そして、
本実施形態に係る情報処理装置は、後述する（２）の処理（音声認識制御処理）において
、上記ユーザに対する音声認識を終了させる。
【００５４】
　また、例えば、本実施形態に係る第２領域が、上記最小の領域より大きい領域であると
きには、本実施形態に係る情報処理装置は、ユーザが第２領域から目を逸らした場合に、
ユーザが所定のオブジェクトを見ていないと判定する。そして、本実施形態に係る情報処
理装置は、後述する（２）の処理（音声認識制御処理）において、上記ユーザに対する音
声認識を終了させる。
【００５５】
　図２は、本実施形態に係る情報処理方法に係る処理の一例を説明するための説明図であ
る。図２は、表示画面に表示された画像の一例を示している。また、図２では、本実施形
態に係る所定のオブジェクトを符号Ｏで表しており、所定のオブジェクトが音声認識アイ
コンである例を示している。以下では、本実施形態に係る所定のオブジェクトを、「所定
のオブジェクトＯ」と示す場合がある。図２に示す領域Ｒ１～Ｒ３は、表示画面の表示領
域を３分割した領域であり、本実施形態に係る分割領域に該当する。
【００５６】
　例えば、本実施形態に係る第２領域が、分割領域Ｒ１である場合、本実施形態に係る情
報処理装置は、ユーザが分割領域Ｒ１から目を逸らした場合に、ユーザが所定のオブジェ
クトＯ１を見ていないと判定する。そして、本実施形態に係る情報処理装置は、後述する
（２）の処理（音声認識制御処理）において、上記ユーザに対する音声認識を終了させる
。
【００５７】
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、図２に示す分割領域Ｒ１のように、設定さ
れている第２領域に基づいて、ユーザが所定のオブジェクトＯ１を見ていないことを判定
する。なお、本実施形態に係る第２領域が、図２に示す例に限られないことは、言うまで
もない。
【００５８】
（１－３）判定処理の第３の例
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、所定のオブジェクトを見たと判定されたユ
ーザに対応するユーザの視線の位置に関する情報が示す視線の位置が、所定の領域内に含
まれない状態が、設定された第２設定時間以上継続する場合に、ユーザが所定のオブジェ
クトを見ていないと判定する。また、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば所定のオ
ブジェクトを見たと判定されたユーザに対応するユーザの視線の位置に関する情報が示す
視線の位置が、所定の領域内に含まれない状態が、第２設定時間より長く継続する場合に
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、ユーザが所定のオブジェクトを見ていないと判定してもよい。
【００５９】
　本実施形態に係る第２設定時間としては、例えば、本実施形態に係る情報処理装置の製
造者やユーザ操作などに基づいて予め設定されている時間が挙げられる。本実施形態に係
る第２設定時間が、予め設定されている時間である場合、本実施形態に係る情報処理装置
は、ユーザの視線の位置に関する情報が示す視線の位置が第２領域に含まれなくなってか
らの時間と、予め設定されている第２設定時間とに基づいて、ユーザが所定のオブジェク
トを見ていないことを判定する。
【００６０】
　なお、本実施形態に係る第２設定時間は、予め設定されている時間に限られない。
【００６１】
　例えば、本実施形態に係る情報処理装置は、所定のオブジェクトを見たと判定されたユ
ーザに対応するユーザの視線の位置に関する情報が示す視線の位置の履歴に基づいて、第
２設定時間を動的に設定することも可能である。
【００６２】
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、ユーザの視線の位置に関する情報を、記憶
部（後述する）や外部記録媒体などの記録媒体に逐次記録する。また、本実施形態に係る
情報処理装置は、例えば、上記記録媒体に記憶されてから設定されている所定の時間が経
過したユーザの視線の位置に関する情報を、上記記録媒体から削除してもよい。
【００６３】
　そして、本実施形態に係る情報処理装置は、上記記録媒体に逐次記憶されているユーザ
の視線の位置に関する情報（すなわち、ユーザの視線の位置の履歴を示す、ユーザの視線
の位置に関する情報。以下、「履歴情報」と示す。）を用いて、第２設定時間を動的に設
定する。
【００６４】
　例えば、本実施形態に係る情報処理装置は、履歴情報の中に、履歴情報が示すユーザの
視線の位置と第２領域の境界部分との距離が、設定されている所定の距離以下の履歴情報
が存在する場合に、第２設定時間を長くする。また、本実施形態に係る情報処理装置は、
例えば、履歴情報の中に、履歴情報が示すユーザの視線の位置と第２領域の境界部分との
距離が、設定されている所定の距離より小さい履歴情報が存在する場合に、第２設定時間
を長くしてもよい。
【００６５】
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、第２設定時間を設定されている固定の時間
分長くする。また、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、上記距離以下の履歴情報
（または、上記距離より小さい履歴情報）のデータ数に応じて第２設定時間を長くする時
間を変えてもよい。
【００６６】
　例えば上記のように、第２設定時間が動的に設定されることによって、本実施形態に係
る情報処理装置は、ユーザが所定のオブジェクトを見ていないことを判定する場合におい
てヒステリシスを考慮することができる。
【００６７】
　なお、本実施形態に係る判定処理は、上記第１の例に係る判定処理～上記第３の例に係
る判定処理に限られない。
【００６８】
（１－４）判定処理の第４の例
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、一のユーザが所定のオブジェクトを見たと
判定した後に、当該一のユーザが所定のオブジェクトを見ていないと判定されていない場
合には、他のユーザが所定のオブジェクトを見たとは判定しない。
【００６９】
　例えば、後述する（２）の処理（音声認識制御処理）において音声認識を行わせるとき
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、処理を行う音声による命令が、機器の操作に関する命令である場合には、一度に受け入
れる音声による命令が１つである方が、望ましい。一度に受け入れる音声による命令が複
数である場合には、例えば、相反する命令が連続して実行されるなど、ユーザの利便性の
低下を招く恐れがあるからである。
【００７０】
　本実施形態に係る情報処理装置が、第４の例に係る判定処理を行うことによって、仮に
、他のユーザが所定のオブジェクトを見た場合であっても、当該他のユーザが所定のオブ
ジェクトを見たとは判定されないので、上記のようなユーザの利便性の低下を招く恐れが
ある事態を防止することができる。
【００７１】
（１－５）判定処理の第５の例
　また、本実施形態に係る情報処理装置は、ユーザを特定し、特定されたユーザに対応す
るユーザの視線の位置に関する情報に基づいて、ユーザが所定のオブジェクトを見たかを
判定してもよい。
【００７２】
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、表示画面において画像が表示される方向が
撮像された撮像画像に基づいてユーザを特定する。具体的には、本実施形態に係る情報処
理装置は、例えば、撮像画像に対して顔認識処理を行うことによって、ユーザを特定する
が、ユーザの特定方法は、上記に限られない。
【００７３】
　ユーザが特定されると、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、特定したユーザに
対応するユーザＩＤを認識し、認識したユーザＩＤに対応するユーザの視線の位置に関す
る情報に基づいて、上記第１の例に係る判定処理と同様の処理を行う。
【００７４】
（２）音声認識制御処理
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、上記（１）の処理（判定処理）においてユ
ーザが所定のオブジェクトを見たと判定された場合に、音声認識処理を制御し、音声認識
を行わせる。
【００７５】
　より具体的には、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば下記の第１の例に係る音声
認識制御処理や第２の例に係る音声認識制御処理に示すように、音源分離や音源定位を利
用して、音声認識を行わせる。ここで、本実施形態に係る音源分離とは、様々な音の中か
ら目的の音声のみを抽出する技術をいう。また、本実施形態に係る音源定位とは、音源の
位置（角度）を測定する技術をいう。
【００７６】
（２－１）音声認識制御処理の第１の例：音源分離が利用される場合
　本実施形態に係る情報処理装置は、音源分離を行うことが可能な音声入力デバイスと連
携して、音声認識を行わせる。本実施形態に係る音源分離を行うことが可能な音声入力デ
バイスは、例えば、本実施形態に係る情報処理装置が備える音声入力デバイスであっても
よいし、本実施形態に係る情報処理装置の外部の音声入力デバイスであってもよい。
【００７７】
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、所定のオブジェクトを見たと判定されたユ
ーザに対応するユーザの視線の位置に関する情報に基づいて、音源分離を行うことが可能
な音声入力デバイスに、所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザの位置から発せら
れる音声を示す音声信号を取得させる。そして、本実施形態に係る情報処理装置は、上記
音声入力デバイスにより取得された音声信号に対して音声認識を行わせる。
【００７８】
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、所定のオブジェクトを見たと判定されたユ
ーザに対応するユーザの視線の位置に関する情報に基づいて、当該ユーザの視線の向き（
例えば、表示画面に対する視線の角度）を算出する。また、ユーザの視線の位置に関する
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情報に視線の方向を示すデータが含まれる場合には、本実施形態に係る情報処理装置は、
当該視線の方向を示すデータが示すユーザの視線の向きを用いる。そして、本実施形態に
係る情報処理装置は、例えば、算出することなどにより得られたユーザの視線の向きに対
して音源分離を行わせるための制御命令を、音源分離を行うことが可能な音声入力デバイ
スに送信する。上記制御命令に基づき音源分離を行うことによって、上記音声入力デバイ
スは、所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザの位置から発せられる音声を示す音
声信号を取得する。なお、本実施形態に係る音源分離を行うことが可能な音声入力デバイ
スにおける音声信号の取得方法が、上記に限られないことは、言うまでもない。
【００７９】
　図３は、本実施形態に係る情報処理方法に係る処理の一例を説明するための説明図であ
り、音声認識制御処理において音源分離が利用される場合の概要を示している。図３に示
すＤ１は、表示画面を表示させる表示デバイスの一例を示しており、図３に示すＤ２は、
音源分離を行うことが可能な音声入力デバイスの一例を示している。また、図３では、所
定のオブジェクトＯが音声認識アイコンである例を示している。また、図３では、ユーザ
Ｕ１～Ｕ３という３人のユーザが、それぞれ表示画面を見ている例を示している。また、
図３のＣに示すＲ０は、音声入力デバイスＤ２が音声を取得することが可能な領域の一例
を示しており、図３のＣに示すＲ１は、音声入力デバイスＤ２が音声を取得する領域の一
例を示している。図３では、本実施形態に係る情報処理方法に係る処理の流れを、図３に
示すＡ、図３に示すＢ、図３に示すＣの順番で時系列に表している。
【００８０】
　ユーザＵ１～Ｕ３それぞれが表示画面をみている場合において、例えば、ユーザＵ１が
、表示画面の右端を見ると（図３に示すＡ）、本実施形態に係る情報処理装置は、表示画
面に所定のオブジェクトＯを表示する（図３に示すＢ）。本実施形態に係る情報処理装置
は、例えば、後述する本実施形態に係る表示制御処理を行うことによって、表示画面に所
定のオブジェクトＯを表示する。
【００８１】
　表示画面に所定のオブジェクトＯを表示すると、本実施形態に係る情報処理装置は、例
えば、上記（１）の処理（判定処理）を行うことによって、ユーザが所定のオブジェクト
Ｏを見ているかを判定する。図３のＢに示す例では、本実施形態に係る情報処理装置は、
ユーザＵ１が所定のオブジェクトＯを見たと判定する。
【００８２】
　ユーザＵ１が所定のオブジェクトＯを見たと判定されると、本実施形態に係る情報処理
装置は、ユーザＵ１に対応するユーザの視線の位置に関する情報に基づく制御命令を、音
源分離を行うことが可能な音声入力デバイスＤ２に送信する。音声入力デバイスＤ２は、
上記制御命令に基づいて、所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザの位置から発せ
られる音声を示す音声信号を取得する（図３のＣ）。そして、本実施形態に係る情報処理
装置は、音声入力デバイスＤ２から音声信号を取得する。
【００８３】
　音声入力デバイスＤ２から音声信号が取得されると、本実施形態に係る情報処理装置は
、当該音声信号に対して音声認識に係る処理（後述する）を行い、音声認識に係る処理の
結果、認識された命令を実行する。
【００８４】
　音源分離が利用される場合、本実施形態に係る情報処理装置は、本実施形態に係る情報
処理方法に係る処理として、例えば図３を参照して示したような処理を行う。なお、音源
分離が利用される場合における本実施形態に係る情報処理方法に係る処理の例が、図３を
参照して示した例に限られないことは、言うまでもない。
【００８５】
（２－２）音声認識制御処理の第２の例：音源定位が利用される場合
　本実施形態に係る情報処理装置は、音源定位を行うことが可能な音声入力デバイスと連
携して、音声認識を行わせる。本実施形態に係る音源定位を行うことが可能な音声入力デ
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バイスは、例えば、本実施形態に係る情報処理装置が備える音声入力デバイスであっても
よいし、本実施形態に係る情報処理装置の外部の音声入力デバイスであってもよい。
【００８６】
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、所定のオブジェクトを見たと判定されたユ
ーザに対応するユーザの視線の位置に関する情報に基づくユーザの位置と、音源定位を行
うことが可能な音声入力デバイスが測定した音源の位置との差分に基づいて、音源定位を
行うことが可能な音声入力デバイスにより取得された音声を示す音声信号に対して選択的
に音声認識を行わせる。
【００８７】
　より具体的には、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、上記ユーザの視線の位置
に関する情報に基づくユーザの位置と上記音源の位置との差分が、設定された閾値以下の
場合（または、上記ユーザの視線の位置に関する情報に基づくユーザの位置と上記音源の
位置との差分が、当該閾値より小さい場合。以下、同様とする。）に、上記音声信号に対
して選択的に音声認識を行わせる。ここで、第２の例に係る音声認識制御処理に係る閾値
は、例えば、予め設定されている固定値であってもよいし、ユーザ操作などに基づき変更
可能な可変値であってもよい。
【００８８】
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、音源定位を行うことが可能な音声入力デバ
イスから適宜送信される、音源の位置を示す情報（データ）を用いる。また、本実施形態
に係る情報処理装置は、例えば、上記（１）の処理（判定処理）においてユーザが所定の
オブジェクトを見ていると判定された場合に、音源定位を行うことが可能な音声入力デバ
イスに対して、音源の位置を示す情報の送信を要求する命令を送信し、当該命令に応じて
音声入力デバイスから送信された音源の位置を示す情報を用いることも可能である。
【００８９】
　図４は、本実施形態に係る情報処理方法に係る処理の一例を説明するための説明図であ
り、音声認識制御処理において音源定位が利用される場合の概要を示している。図４に示
すＤ１は、表示画面を表示させる表示デバイスの一例を示しており、図４に示すＤ２は、
音源分離を行うことが可能な音声入力デバイスの一例を示している。また、図４では、所
定のオブジェクトＯが音声認識アイコンである例を示している。また、図４では、ユーザ
Ｕ１～Ｕ３という３人のユーザが、それぞれ表示画面を見ている例を示している。また、
図４のＣに示すＲ０は、音声入力デバイスＤ２が音源定位を行うことが可能な領域の一例
を示しており、図４のＣに示すＲ２は、音声入力デバイスＤ２により特定された音源の位
置の一例を示している。図４では、本実施形態に係る情報処理方法に係る処理の流れを、
図４に示すＡ、図４に示すＢ、図４に示すＣの順番で時系列に表している。
【００９０】
　ユーザＵ１～Ｕ３それぞれが表示画面をみている場合において、例えば、ユーザＵ１が
、表示画面の右端を見ると（図４に示すＡ）、本実施形態に係る情報処理装置は、表示画
面に所定のオブジェクトＯを表示する（図４に示すＢ）。本実施形態に係る情報処理装置
は、例えば、後述する本実施形態に係る表示制御処理を行うことによって、表示画面に所
定のオブジェクトＯを表示する。
【００９１】
　表示画面に所定のオブジェクトＯを表示すると、本実施形態に係る情報処理装置は、例
えば、上記（１）の処理（判定処理）を行うことによって、ユーザが所定のオブジェクト
Ｏを見ているかを判定する。図４のＢに示す例では、本実施形態に係る情報処理装置は、
ユーザＵ１が所定のオブジェクトＯを見たと判定する。
【００９２】
　ユーザＵ１が所定のオブジェクトＯを見たと判定されると、本実施形態に係る情報処理
装置は、所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザに対応するユーザの視線の位置に
関する情報に基づくユーザの位置と、音源定位を行うことが可能な音声入力デバイスが測
定した音源の位置との差分を算出する。ここで、本実施形態に係るユーザの視線の位置に
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関する情報に基づくユーザの位置と、音声入力デバイスが測定した音源の位置とは、例え
ば、表示画面に対する角度で表される。なお、本実施形態に係るユーザの視線の位置に関
する情報に基づくユーザの位置と、音声入力デバイスが測定した音源の位置とは、表示画
面に対応する平面を示す２軸と、表示画面に対する垂直方向を示す１軸とからなる３次元
座標系の座標で表されていてもよい。
【００９３】
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、算出された差分が設定されている閾値以下
の場合に、音源定位を行うことが可能な音声入力デバイスＤ２により取得された音声を示
す音声信号に対して音声認識に係る処理（後述する）を行う。そして、本実施形態に係る
情報処理装置は、音声認識に係る処理の結果、認識された命令を実行する。
【００９４】
　音源定位が利用される場合、本実施形態に係る情報処理装置は、本実施形態に係る情報
処理方法に係る処理として、例えば図４を参照して示したような処理を行う。なお、音源
定位が利用される場合における本実施形態に係る情報処理方法に係る処理の例が、図４を
参照して示した例に限られないことは、言うまでもない。
【００９５】
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、上記（２－１）に示す第１の例に係る音声
認識制御処理や、上記（２－２）に示す第２の例に係る音声認識制御処理に示すように、
音源分離や音源定位を利用して音声認識を行わせる。
【００９６】
　次に、本実施形態に係る音声認識制御処理における、音声認識に係る処理について説明
する。
【００９７】
　本実施形態に係る情報処理装置は、取得された音声信号から、上記（１）の処理（判定
処理）においてユーザが見たと判定された所定のオブジェクトによらずに、認識可能な全
ての命令を認識する。そして、本実施形態に係る情報処理装置は、認識された命令を実行
する。
【００９８】
　なお、本実施形態に係る音声認識に係る処理において認識する命令は、上記に限られな
い。
【００９９】
　例えば、本実施形態に係る情報処理装置は、上記（１）の処理（判定処理）においてユ
ーザが見たと判定された所定のオブジェクトに基づいて、認識する命令を動的に変えるよ
うに制御することも可能である。本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、上述した音
声認識処理を制御する対象と同様に、自装置や、通信部（後述する）や接続されている外
部の通信デバイスを介して通信可能な外部装置を、認識する命令を動的に変える制御の制
御対象とする。より具体的には、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば下記の（Ａ）
、（Ｂ）に示すように、認識する命令を動的に変えるように制御する。
【０１００】
（Ａ）本実施形態に係る音声認識に係る処理における、認識する命令の動的な変更の第１
の例
　本実施形態に係る情報処理装置は、上記（１）の処理（判定処理）においてユーザが見
たと判定された所定のオブジェクトに対応する命令を認識するように制御する。
【０１０１】
（Ａ－１）
　認識する命令を動的に変える制御の制御対象が自装置である場合、本実施形態に係る情
報処理装置は、例えば、オブジェクトと命令（または、命令群）とが対応付けられている
テーブル（または、データベース）と、判定された所定のオブジェクトとに基づいて、判
定された所定のオブジェクトに対応する命令（または、命令群）を特定する。そして、本
実施形態に係る情報処理装置は、取得された音声信号から、特定された命令を認識するこ
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とによって、所定のオブジェクトに対応する命令を認識する。
【０１０２】
（Ａ－２）
　また、認識する命令を動的に変える制御の制御対象が上記外部装置である場合、本実施
形態に係る情報処理装置は、例えば、“認識する命令を動的に変えさせる命令”と、所定
のオブジェクトに対応するオブジェクトを示す情報とを含む制御データを、通信部（後述
する）などに、上記外部装置へと送信させる。本実施形態に係るオブジェクトを示す情報
としては、例えば、オブジェクトを示すＩＤや、オブジェクトを示すデータなどが挙げら
れる。また、上記制御データには、例えば、さらにユーザが発話した音声を示す音声信号
が含まれていてもよい。上記制御データを取得した上記外部装置は、例えば、上記（Ａ－
１）に示す本実施形態に係る情報処理装置と同様の処理行うことによって、所定のオブジ
ェクトに対応する命令を認識する。
【０１０３】
（Ｂ）本実施形態に係る音声認識に係る処理における、認識する命令の動的な変更の第２
の例
　本実施形態に係る情報処理装置は、上記（１）の処理（判定処理）においてユーザが見
たと判定された所定のオブジェクトを含む表示画面における領域内に含まれる、他のオブ
ジェクトに対応する命令を認識するように制御する。また、本実施形態に係る情報処理装
置は、例えば、上記（Ａ）に示すように所定のオブジェクトに対応する命令を認識するこ
とに加え、さらに（Ｂ）の処理を行ってもよい。
【０１０４】
　ここで、本実施形態に係る所定のオブジェクトを含む表示画面における領域としては、
例えば、本実施形態に係る第１領域よりも大きな領域が挙げられる。一例を挙げると、本
実施形態に係る所定のオブジェクトを含む表示画面における領域としては、例えば、所定
のオブジェクトの基準点を中心とする円形や矩形の領域や、分割領域などが挙げられる。
【０１０５】
（Ｂ－１）
　認識する命令を動的に変える制御の制御対象が自装置である場合、本実施形態に係る情
報処理装置は、例えば、本実施形態に係る所定のオブジェクトを含む表示画面における領
域に基準位置が含まれるオブジェクトのうち、所定のオブジェクト以外のオブジェクトを
、他のオブジェクトと判定する。なお、本実施形態に係る他のオブジェクトの判定方法は
、上記に限られない。例えば、本実施形態に係る情報処理装置は、本実施形態に係る所定
のオブジェクトを含む表示画面における領域内に少なくとも一部が表示されるオブジェク
トのうち、所定のオブジェクト以外のオブジェクトを、他のオブジェクトとして判定して
もよい。
【０１０６】
　また、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、オブジェクトと命令（または、命令
群）とが対応付けられているテーブル（または、データベース）と、判定された他のオブ
ジェクトとに基づいて、他のオブジェクトに対応する命令（または、命令群）を特定する
。本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、上記テーブル（または、データベース）と
、判定された所定のオブジェクトとに基づいて、判定された所定のオブジェクトに対応す
る命令（または、命令群）をさらに特定してもよい。そして、本実施形態に係る情報処理
装置は、取得された音声信号から、特定された命令を認識することによって、他のオブジ
ェクトに対応する命令（または、さらに所定のオブジェクトに対応する命令）を認識する
。
【０１０７】
（Ｂ－２）
　また、認識する命令を動的に変える制御の制御対象が上記外部装置である場合、本実施
形態に係る情報処理装置は、例えば、“認識する命令を動的に変えさせる命令”と、他の
オブジェクトに対応するオブジェクトを示す情報とを含む制御データを、通信部（後述す
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る）などに、上記外部装置へと送信させる。また、上記制御データには、例えば、さらに
ユーザが発話した音声を示す音声信号や、所定のオブジェクトに対応するオブジェクトを
示す情報が含まれていてもよい。上記制御データを取得した上記外部装置は、例えば、上
記（Ｂ－１）に示す本実施形態に係る情報処理装置と同様の処理行うことによって、他の
オブジェクトに対応する命令に対応する命令（または、さらに所定のオブジェクトに対応
する命令）を認識する。
【０１０８】
　本実施形態に係る情報処理装置は、本実施形態に係る音声認識制御処理として、例えば
上記のような処理を行う。
【０１０９】
　なお、本実施形態に係る音声認識制御処理は、上記に示す処理に限られない。
【０１１０】
　例えば、上記（１）の処理（判定処理）において、ユーザが所定のオブジェクトを見た
と判定した後に、ユーザが所定のオブジェクトを見ていないと判定された場合には、本実
施形態に係る情報処理装置は、所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザに対する音
声認識を終了させる。
【０１１１】
　本実施形態に係る情報処理装置は、本実施形態に係る情報処理方法に係る処理として、
例えば、上記（１）の処理（判定処理）、および上記（２）の処理（音声認識制御処理）
を行う。
【０１１２】
　ここで、本実施形態に係る情報処理装置は、上記（１）の処理（判定処理）において所
定のオブジェクトを見たと判定したときに、上記（２）の処理（音声認識制御処理）を行
う。つまり、ユーザは、例えば、所定のオブジェクトに視線を向けて所定のオブジェクト
を見ることによって、本実施形態に係る情報処理装置に音声認識を開始させることが可能
となる。また、上述したように、仮に、ユーザが、他の操作や会話などを行っていたとし
ても、ユーザが所定のオブジェクトを見ることにより当該他の操作や会話を妨げる可能性
は、特定のユーザ操作や特定のワードの発話によって音声認識が行われる場合よりも低い
。また、上述したように、ユーザが所定のオブジェクトを見ることは、上記特定のユーザ
操作や特定のワードの発話よりも、より自然な操作であるといえる。
【０１１３】
　したがって、本実施形態に係る情報処理装置が、本実施形態に係る情報処理方法に係る
処理として、上記（１）の処理（判定処理）、および上記（２）の処理（音声認識制御処
理）を行うことによって、音声認識が行われる場合におけるユーザの利便性の向上を図る
ことができる。
【０１１４】
　なお、本実施形態に係る情報処理方法に係る処理は、上記（１）の処理（判定処理）、
および上記（２）の処理（音声認識制御処理）に限られない。
【０１１５】
　例えば、本実施形態に係る情報処理装置は、本実施形態に係る所定のオブジェクトを表
示画面に表示させる処理（表示制御処理）を行うことも可能である。そこで、次に、本実
施形態に係る表示制御処理について説明する。
【０１１６】
（３）表示制御処理
　本実施形態に係る情報処理装置は、本実施形態に係る所定のオブジェクトを表示画面に
表示させる。より具体的には、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、下記の第１の
例に係る表示制御処理～下記の第４の例に係る表示制御処理の処理を行う。
【０１１７】
（３－１）表示制御処理の第１の例
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、表示画面における設定されている位置に、
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所定のオブジェクトを表示させる。つまり、本実施形態に係る情報処理装置は、ユーザの
視線の位置に関する情報が示す視線の位置がどのような位置であっても、ユーザの視線の
位置に関する情報が示す視線の位置によらずに、設定されている位置に、所定のオブジェ
クトを表示させる。
【０１１８】
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、所定のオブジェクトを常に表示画面に表示
させる。なお、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、視線による操作以外のユーザ
操作に基づいて、所定のオブジェクトを選択的に表示させることも可能である。
【０１１９】
　図５は、本実施形態に係る情報処理方法に係る処理の一例を説明するための説明図であ
り、本実施形態に係る表示制御処理により表示される所定のオブジェクトＯの表示位置の
一例を示している。図５では、所定のオブジェクトＯが音声認識アイコンである例を示し
ている。
【０１２０】
　所定のオブジェクトが表示される位置の一例としては、例えば、図５のＡに示すような
表示画面の画面端の位置や、図５のＢに示すような表示画面の中央の位置、図１において
符号Ｏ１～Ｏ３で表されるオブジェクトが表示されている位置など様々な位置が挙げられ
る。なお、所定のオブジェクトが表示される位置は、図１、図５に示す例に限られず、表
示画面の任意の位置であってもよい。
【０１２１】
（３－２）表示制御処理の第２の例
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、ユーザの視線の位置に関する情報に基づい
て、所定のオブジェクトを選択的に表示させる。
【０１２２】
　より具体的には、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、ユーザの視線の位置に関
する情報が示す視線の位置が、設定されている領域に含まれる場合に、所定のオブジェク
トを表示させる。ユーザの視線の位置に関する情報が示す視線の位置が設定されている領
域に含まれるときに、所定のオブジェクトが表示される場合には、ユーザが、設定されて
いる領域を一度見ることによって、所定のオブジェクトが表示される。
【０１２３】
　ここで、本実施形態に係る表示制御処理における上記領域としては、例えば、所定のオ
ブジェクトを含む領域のうちの最小の領域（すなわち、所定のオブジェクトが表示される
領域）や、所定のオブジェクトの基準点を中心とする円形や矩形の領域、分割領域などが
挙げられる。
【０１２４】
　なお、第２の例に係る表示制御処理は、上記に限られない。
【０１２５】
　例えば、所定のオブジェクトを表示させる場合、本実施形態に係る情報処理装置は、ユ
ーザの視線の位置に関する情報が示す視線の位置に基づいて、段階的に所定のオブジェク
トを表示させてもよい。本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、ユーザの視線の位置
に関する情報が示す視線の位置が設定されている領域に含まれる時間に応じて、段階的に
所定のオブジェクトを表示させる。
【０１２６】
　図６は、本実施形態に係る情報処理方法に係る処理の一例を説明するための説明図であ
り、本実施形態に係る表示制御処理により段階的に表示される所定のオブジェクトＯの一
例を示している。図６では、所定のオブジェクトＯが音声認識アイコンである例を示して
いる。
【０１２７】
　例えば、本実施形態に係る情報処理装置は、ユーザの視線の位置に関する情報が示す視
線の位置が設定されている領域に含まれる時間が、第１の時間以上である場合（または、
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当該設定されている領域に含まれる時間が、第１の時間より大きい場合）に、所定のオブ
ジェクトＯの一部を表示画面に表示させる（図６に示すＡ）。本実施形態に係る情報処理
装置は、例えば、ユーザの視線の位置に関する情報が示す視線の位置に対応する位置に、
所定のオブジェクトＯの一部を表示させる。
【０１２８】
　ここで、本実施形態に係る第１の時間としては、例えば、設定された固定の時間が挙げ
られる。
【０１２９】
　また、本実施形態に係る情報処理装置は、取得されているユーザの視線の位置に関する
情報の数（すなわち、ユーザ数）に基づいて、第１の時間を動的に変えてもよい。本実施
形態に係る情報処理装置は、例えば、ユーザ数が多い程、第１の時間を長く設定する。第
１の時間がユーザ数に応じて動的に設定されることによって、例えば、一のユーザが、偶
然、所定のオブジェクトを表示させてしまうことを防止することができる。
【０１３０】
　例えば図６のＡに示すように所定のオブジェクトＯの一部が表示画面に表示されると、
本実施形態に係る情報処理装置は、所定のオブジェクトＯの一部が表示画面に表示されて
からのユーザの視線の位置に関する情報が示す視線の位置が設定されている領域に含まれ
る時間が、第２の時間以上である場合（または、当該設定されている領域に含まれる時間
が、第２の時間より大きい場合）に、所定のオブジェクトＯの全体を表示画面に表示させ
る（図６に示すＢ）。
【０１３１】
　ここで、本実施形態に係る第２の時間としては、例えば、設定された固定の時間が挙げ
られる。
【０１３２】
　また、本実施形態に係る情報処理装置は、上記第１の時間と同様に、取得されているユ
ーザの視線の位置に関する情報の数（すなわち、ユーザ数）に基づいて、第２の時間を動
的に変えてもよい。第２の時間がユーザ数に応じて動的に設定されることによって、例え
ば、一のユーザが、偶然、所定のオブジェクトを表示させてしまうことを防止することが
できる。
【０１３３】
　また、所定のオブジェクトを表示させる場合、本実施形態に係る情報処理装置は、例え
ば、設定されている表示方法を用いて、所定のオブジェクトを表示させてもよい。
【０１３４】
　本実施形態に係る設定されている表示方法としては、例えば、スライドインや、フェー
ドインなどが挙げられる。
【０１３５】
　また、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、ユーザの視線の位置に関する情報に
基づいて、本実施形態に係る設定されている表示方法を動的に変えることも可能である。
【０１３６】
　一例を挙げると、本実施形態に係る情報処理装置は、ユーザの視線の位置に関する情報
に基づいて目の動きの方向（例えば、上下や左右など）を特定する。そして、本実施形態
に係る情報処理装置は、特定された目の動きの方向に対応する方向から、所定のオブジェ
クトが現れるような表示方法を用いて、所定のオブジェクトを表示させる。また、本実施
形態に係る情報処理装置は、例えば、さらに、ユーザの視線の位置に関する情報が示す視
線の位置に応じて、所定のオブジェクトが現れる位置を変えてもよい。
【０１３７】
（３－３）表示制御処理の第３の例
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、上記（２）の処理（音声認識制御処理）に
より音声認識が行われている場合、所定のオブジェクトの表示態様を変える。本実施形態
に係る情報処理装置が所定のオブジェクトの表示態様を変えることによって、本実施形態
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に係る情報処理方法に係る処理の状態を、ユーザに対してフィードバックすることが可能
となる。
【０１３８】
　図７は、本実施形態に係る情報処理方法に係る処理の一例を説明するための説明図であ
り、本実施形態に係る所定のオブジェクトの表示態様の一例を示している。図７のＡ～図
７Ｅは、本実施形態に係る所定のオブジェクトの表示態様の一例をそれぞれ示している。
【０１３９】
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、図７のＡに示すように、上記（１）の処理
（判定処理）において所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザに応じて、所定のオ
ブジェクトの色や所定のオブジェクトが光る色を変える。所定のオブジェクトの色や所定
のオブジェクトが光る色が変わることによって、上記（１）の処理（判定処理）において
所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザを、表示画面をみている１または２以上の
ユーザに対してフィードバックすることができる。
【０１４０】
　ここで、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、上記（１）の処理（判定処理）に
おいてユーザＩＤを認識する場合には、ユーザＩＤに対応する色の所定のオブジェクトや
、ユーザＩＤに対応する色で光る所定のオブジェクトを表示させる。また、本実施形態に
係る情報処理装置は、例えば、上記（１）の処理（判定処理）において所定のオブジェク
トを見たと判定されるごとに、異なる色の所定のオブジェクトや、異なる色で光る所定の
オブジェクトを表示させてもよい。
【０１４１】
　また、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、図７のＢや図７のＣに示すように、
上記（２）の処理（音声認識制御処理）において認識した音声の方向を視覚的に示しても
よい。認識した音声の方向を視覚的に示すことによって、本実施形態に係る情報処理装置
が認識した音声の方向を、表示画面をみている１または２以上のユーザに対してフィード
バックすることができる。
【０１４２】
　図７のＢに示す例では、図７のＢに示す符号ＤＩで示されているように、音声の方向部
分が空いたバーによって、認識した音声の方向を示している。また、図７のＣに示す例で
は、キャラクター画像（音声認識画像の一例）が認識した音声の方向を見ることによって
、認識した音声の方向を示している。
【０１４３】
　また、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、図７のＤや図７のＥに示すように、
上記（１）の処理（判定処理）において所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザに
対応する撮像画像を、音声認識アイコンと併せて示してもよい。撮像画像を音声認識アイ
コンと併せて示すことによって、上記（１）の処理（判定処理）において所定のオブジェ
クトを見たと判定されたユーザを、表示画面をみている１または２以上のユーザに対して
フィードバックすることができる。
【０１４４】
　図７のＤに示す例は、撮像画像が音声認識アイコンと並んで表示された例を示している
。また、図７のＥに示す例は、撮像画像を音声認識アイコンに合成して表示された例を示
している。
【０１４５】
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば図７に示すように、所定のオブジェクトの表
示態様を変えることによって、本実施形態に係る情報処理方法に係る処理の状態を、ユー
ザに対してフィードバックする。
【０１４６】
　なお、第３の例に係る表示制御処理は、図７に示す例に限られない。例えば、本実施形
態に係る情報処理装置は、上記（１）の処理（判定処理）においてユーザＩＤを認識する
場合には、ユーザＩＤに対応するオブジェクト（例えば、音声認識アイコンや、キャラク
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ター画像などの音声認識画像など）を表示させてもよい。
【０１４７】
（３－４）表示制御処理の第４の例
　本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、上記第１の例に係る表示制御処理または第
２の例に係る表示制御処理と、第３の例に係る表示制御処理とを組み合わせ処理を行うこ
とも可能である。
【０１４８】
（本実施形態に係る情報処理装置）
　次に、上述した本実施形態に係る情報処理方法に係る処理を行うことが可能な、本実施
形態に係る情報処理装置の構成の一例について、説明する。
【０１４９】
　図８は、本実施形態に係る情報処理装置１００の構成の一例を示すブロック図である。
情報処理装置１００は、例えば、通信部１０２と、制御部１０４とを備える。
【０１５０】
　また、情報処理装置１００は、例えば、ＲＯＭ（Read　Only　Memory。図示せず）や、
ＲＡＭ（Random　Access　Memory。図示せず）、記憶部（図示せず）、ユーザが操作可能
な操作部（図示せず）、様々な画面を表示画面に表示する表示部（図示せず）などを備え
ていてもよい。情報処理装置１００は、例えば、データの伝送路としてのバス（bus）に
より上記各構成要素間を接続する。
【０１５１】
　ここで、ＲＯＭ（図示せず）は、制御部１０４が使用するプログラムや演算パラメータ
などの制御用データを記憶する。ＲＡＭ（図示せず）は、制御部１０４により実行される
プログラムなどを一時的に記憶する。
【０１５２】
　記憶部（図示せず）は、情報処理装置１００が備える記憶手段であり、例えば、表示画
面に表示される各種オブジェクトを示すデータなどの本実施形態に係る情報処理方法に係
るデータや、アプリケーションなど様々なデータを記憶する。ここで、記憶部（図示せず
）としては、例えば、ハードディスク（Hard　Disk）などの磁気記録媒体や、フラッシュ
メモリ（flash　memory）などの不揮発性メモリ（nonvolatile　memory）などが挙げられ
る。また、記憶部（図示せず）は、情報処理装置１００から着脱可能であってもよい。
【０１５３】
　操作部（図示せず）としては、後述する操作入力デバイスが挙げられる。また、表示部
（図示せず）としては、後述する表示デバイスが挙げられる。
【０１５４】
［情報処理装置１００のハードウェア構成例］
　図９は、本実施形態に係る情報処理装置１００のハードウェア構成の一例を示す説明図
である。情報処理装置１００は、例えば、ＭＰＵ１５０と、ＲＯＭ１５２と、ＲＡＭ１５
４と、記録媒体１５６と、入出力インタフェース１５８と、操作入力デバイス１６０と、
表示デバイス１６２と、通信インタフェース１６４とを備える。また、情報処理装置１０
０は、例えば、データの伝送路としてのバス１６６で各構成要素間を接続する。
【０１５５】
　ＭＰＵ１５０は、例えば、ＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）などのプロセッサや各
種処理回路などで構成され、情報処理装置１００全体を制御する制御部１０４として機能
する。また、ＭＰＵ１５０は、情報処理装置１００において、例えば、後述する判定部１
１０、音声認識制御部１１２、および表示制御部１１４の役目を果たす。
【０１５６】
　ＲＯＭ１５２は、ＭＰＵ１５０が使用するプログラムや演算パラメータなどの制御用デ
ータなどを記憶する。ＲＡＭ１５４は、例えば、ＭＰＵ１５０により実行されるプログラ
ムなどを一時的に記憶する。
【０１５７】
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　記録媒体１５６は、記憶部（図示せず）として機能し、例えば、表示画面に表示される
各種オブジェクトを示すデータなどの本実施形態に係る情報処理方法に係るデータや、ア
プリケーションなど様々なデータを記憶する。ここで、記録媒体１５６としては、例えば
、ハードディスクなどの磁気記録媒体や、フラッシュメモリなどの不揮発性メモリが挙げ
られる。また、記録媒体１５６は、情報処理装置１００から着脱可能であってもよい。
【０１５８】
　入出力インタフェース１５８は、例えば、操作入力デバイス１６０や、表示デバイス１
６２を接続する。操作入力デバイス１６０は、操作部（図示せず）として機能し、また、
表示デバイス１６２は、表示部（図示せず）として機能する。ここで、入出力インタフェ
ース１５８としては、例えば、ＵＳＢ（Universal　Serial　Bus）端子や、ＤＶＩ（Digi
tal　Visual　Interface）端子、ＨＤＭＩ（High-Definition　Multimedia　Interface）
（登録商標）端子、各種処理回路などが挙げられる。また、操作入力デバイス１６０は、
例えば、情報処理装置１００上に備えられ、情報処理装置１００の内部で入出力インタフ
ェース１５８と接続される。操作入力デバイス１６０としては、例えば、ボタンや、方向
キー、ジョグダイヤルなどの回転型セレクター、あるいは、これらの組み合わせなどが挙
げられる。また、表示デバイス１６２は、例えば、情報処理装置１００上に備えられ、情
報処理装置１００の内部で入出力インタフェース１５８と接続される。表示デバイス１６
２としては、例えば、液晶ディスプレイ（Liquid　Crystal　Display）や有機ＥＬディス
プレイ（Organic　Electro-Luminescence　Display。または、ＯＬＥＤディスプレイ（Or
ganic　Light　Emitting　Diode　Display）ともよばれる。）などが挙げられる。
【０１５９】
　なお、入出力インタフェース１５８が、情報処理装置１００の外部装置としての操作入
力デバイス（例えば、キーボードやマウスなど）や表示デバイスなどの、外部デバイスと
接続することも可能であることは、言うまでもない。また、表示デバイス１６２は、例え
ばタッチスクリーンなど、表示とユーザ操作とが可能なデバイスであってもよい。
【０１６０】
　通信インタフェース１６４は、情報処理装置１００が備える通信手段であり、ネットワ
ークを介して（あるいは、直接的に）、外部の撮像デバイスや、外部の表示デバイス、外
部のセンサなどの、外部デバイスや外部装置と、無線または有線で通信を行うための通信
部１０２として機能する。ここで、通信インタフェース１６４としては、例えば、通信ア
ンテナおよびＲＦ（Radio　Frequency）回路（無線通信）や、ＩＥＥＥ８０２．１５．１
ポートおよび送受信回路（無線通信）、ＩＥＥＥ８０２．１１ポートおよび送受信回路（
無線通信）、あるいはＬＡＮ（Local　Area　Network）端子および送受信回路（有線通信
）などが挙げられる。また、本実施形態に係るネットワークとしては、例えば、ＬＡＮや
ＷＡＮ（Wide　Area　Network）などの有線ネットワーク、無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ：Wirel
ess　Local　Area　Network）や基地局を介した無線ＷＡＮ（ＷＷＡＮ：Wireless　Wide
　Area　Network）などの無線ネットワーク、あるいは、ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission　C
ontrol　Protocol/Internet　Protocol）などの通信プロトコルを用いたインターネット
などが挙げられる。
【０１６１】
　情報処理装置１００は、例えば図９に示す構成によって、本実施形態に係る情報処理方
法に係る処理を行う。なお、本実施形態に係る情報処理装置１００のハードウェア構成は
、図９に示す構成に限られない。
【０１６２】
　例えば、情報処理装置１００は、動画像または静止画像を撮像する撮像部（図示せず）
の役目を果たす撮像デバイスを備えていてもよい。撮像デバイスを備える場合には、情報
処理装置１００は、例えば、撮像デバイスにおいて撮像により生成された撮像画像を処理
して、ユーザの視線の位置に関する情報を得ることが可能となる。また、撮像デバイスを
備える場合には、情報処理装置１００は、例えば、撮像デバイスにおいて撮像により生成
された撮像画像を用いたユーザの特定に係る処理を行うことや、当該撮像画像（または、
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撮像画像の一部）を、オブジェクトとして用いることも可能である。
【０１６３】
　ここで、本実施形態に係る撮像デバイスとしては、例えば、レンズ／撮像素子と信号処
理回路とが挙げられる。レンズ／撮像素子は、例えば、光学系のレンズと、ＣＭＯＳ（Co
mplementary　Metal　Oxide　Semiconductor）などの撮像素子を複数用いたイメージセン
サとで構成される。信号処理回路は、例えば、ＡＧＣ（Automatic　Gain　Control）回路
やＡＤＣ（Analog　to　Digital　Converter）を備え、撮像素子により生成されたアナロ
グ信号をデジタル信号（画像データ）に変換する。また、信号処理回路は、例えば、Ｗｈ
ｉｔｅ　Ｂａｌａｎｃｅ補正処理や、色調補正処理、ガンマ補正処理、ＹＣｂＣｒ変換処
理、エッジ強調処理など各種信号処理を行ってもよい。
【０１６４】
　また、情報処理装置１００は、例えば、本実施形態に係るユーザの視線の位置の特定に
用いることが可能なデータを得る検出部（図示せず）の役目を果たすセンサをさらに備え
ていてもよい。センサを備える場合には、情報処理装置１００は、例えば、センサから得
られるデータを用いて、ユーザの視線の位置の推定精度の向上を図ることが可能となる。
【０１６５】
　本実施形態に係るセンサとしては、例えば、赤外線センサなど、ユーザの視線の位置の
推定精度の向上に用いることが可能な検出値を得る任意のセンサが挙げられる。
【０１６６】
　また、情報処理装置１００は、例えば、スタンドアロンで処理を行う構成である場合に
は、通信インタフェース１６４を備えていなくてもよい。また、情報処理装置１００は、
記録媒体１５６や、操作デバイス１６０、表示デバイス１６２を備えない構成をとること
も可能である。
【０１６７】
　再度図８を参照して、情報処理装置１００の構成の一例について説明する。通信部１０
２は、情報処理装置１００が備える通信手段であり、ネットワークを介して（あるいは、
直接的に）、外部の撮像デバイスや、外部の表示デバイス、外部のセンサなどの、外部デ
バイスや外部装置と、無線または有線で通信を行う。また、通信部１０２は、例えば制御
部１０４により通信が制御される。
【０１６８】
　ここで、通信部１０２としては、例えば、通信アンテナおよびＲＦ回路や、ＬＡＮ端子
および送受信回路などが挙げられるが、通信部１０２の構成は、上記に限られない。例え
ば、通信部１０２は、ＵＳＢ端子および送受信回路など通信を行うことが可能な任意の規
格に対応する構成や、ネットワークを介して外部装置と通信可能な任意の構成をとること
ができる。
【０１６９】
　制御部１０４は、例えばＭＰＵなどで構成され、情報処理装置１００全体を制御する役
目を果たす。また、制御部１０４は、例えば、判定部１１０と、音声認識制御部１１２と
、表示制御部１１４とを備え、本実施形態に係る情報処理方法に係る処理を主導的に行う
役目を果たす。
【０１７０】
　判定部１１０は、上記（１）の処理（判定処理）を主導的に行う役目を果たす。
【０１７１】
　例えば、判定部１１０は、ユーザの視線の位置に関する情報に基づいて、ユーザが所定
のオブジェクトを見たかを判定する。より具体的には、判定部１１０は、例えば、上記（
１－１）に示す第１の例に係る判定処理を行う。
【０１７２】
　また、判定部１１０は、例えば、ユーザの視線の位置に関する情報に基づいて、ユーザ
が所定のオブジェクトを見たと判定された後に、ユーザが所定のオブジェクトを見ていな
いことを判定することも可能である。より具体的には、判定部１１０は、例えば、上記（
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１－２）に示す第２の例に係る判定処理や、上記（１－３）に示す第３の例に係る判定処
理を行う。
【０１７３】
　また、判定部１１０は、例えば、上記（１－４）に示す第４の例に係る判定処理や、上
記（１－５）に示す第５の例に係る判定処理を行ってもよい。
【０１７４】
　音声認識制御部１１２は、上記（２）の処理（音声認識制御処理）を主導的に行う役目
を果たす。
【０１７５】
　例えば、音声認識制御部１１２は、判定部１１０においてユーザが所定のオブジェクト
を見たと判定された場合に、音声認識処理を制御し、音声認識を行わせる。より具体的に
は、音声認識制御部１１２は、例えば、上記（２－１）に示す第１の例に係る音声認識制
御処理や、上記（２－２）に示す第２の例に係る音声認識制御処理を行う。
【０１７６】
　また、音声認識制御部１１２は、判定部１１０において、ユーザが所定のオブジェクト
を見たと判定した後に、ユーザが所定のオブジェクトを見ていないと判定された場合には
、所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザに対する音声認識を終了させる。
【０１７７】
　表示制御部１１４は、上記（３）の処理（表示制御処理）を主導的に行う役目を果たし
、本実施形態に係る所定のオブジェクトを表示画面に表示させる。より具体的には、表示
制御部１１４は、例えば、上記（３－１）に示す第１の例に係る表示制御処理や、上記（
３－２）に示す第２の例に係る表示制御処理、上記（３－３）に示す第３の例に係る表示
制御処理を行う。
【０１７８】
　制御部１０４は、例えば、判定部１１０、音声認識制御部１１２、および表示制御部１
１４を備えることによって、本実施形態に係る情報処理方法に係る処理を主導的に行う。
【０１７９】
　情報処理装置１００は、例えば図８に示す構成によって、本実施形態に係る情報処理方
法に係る処理（例えば、上記（１）の処理（判定処理）～上記（３）の処理（表示制御処
理））を行う。
【０１８０】
　したがって、情報処理装置１００は、例えば図８に示す構成によって、音声認識が行わ
れる場合におけるユーザの利便性の向上を図ることができる。
【０１８１】
　また、例えば図８に示す構成によって、情報処理装置１００は、例えば上述したような
、本実施形態に係る情報処理方法に係る処理が行われることにより奏される効果を奏する
ことができる。
【０１８２】
　なお、本実施形態に係る情報処理装置の構成は、図８に示す構成に限られない。
【０１８３】
　例えば、本実施形態に係る情報処理装置は、図８に示す判定部１１０、音声認識制御部
１１２、および表示制御部１１４のうちの１または２以上を、制御部１０４とは個別に備
える（例えば、個別の処理回路で実現する）ことができる。
【０１８４】
　また、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、図８に示す表示制御部１１４を備え
ない構成をとることも可能である。表示制御部１１４を備えない構成であっても、本実施
形態に係る情報処理装置は、上記（１）の処理（判定処理）、および上記（２）の処理（
音声認識制御処理）を行うことが可能である。よって、表示制御部１１４を備えない構成
であっても、本実施形態に係る情報処理装置は、音声認識が行われる場合におけるユーザ
の利便性の向上を図ることができる。
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【０１８５】
　また、例えば、通信部１０２と同様の機能、構成を有する外部の通信デバイスを介して
、外部のデバイスや外部装置と通信を行う場合や、スタンドアロンで処理を行う構成であ
る場合には、本実施形態に係る情報処理装置は、通信部１０２を備えていなくてもよい。
【０１８６】
　また、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、撮像デバイスで構成される撮像部（
図示せず）を、さらに備えていてもよい。撮像部（図示せず）を備える場合には、本実施
形態に係る情報処理装置は、例えば、撮像部（図示せず）において撮像により生成された
撮像画像を処理して、ユーザの視線の位置に関する情報を得ることが可能となる。また、
撮像部（図示せず）を備える場合には、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、撮像
部（図示せず）において撮像により生成された撮像画像を用いたユーザの特定に係る処理
を行うことや、当該撮像画像（または、撮像画像の一部）を、オブジェクトとして用いる
ことも可能である。
【０１８７】
　また、本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、ユーザの視線の位置の推定精度の向
上に用いることが可能な検出値を得る任意のセンサで構成される検出部（図示せず）を、
さらに備えていてもよい。検出部（図示せず）を備える場合には、本実施形態に係る情報
処理装置は、例えば、検出部（図示せず）から得られるデータを用いて、ユーザの視線の
位置の推定精度の向上を図ることが可能となる。
【０１８８】
　以上、本実施形態として、情報処理装置を挙げて説明したが、本実施形態は、かかる形
態に限られない。本実施形態は、例えば、テレビ受像機や、表示装置、タブレット型の装
置、携帯電話やスマートフォンなどの通信装置、映像／音楽再生装置（または映像／音楽
記録再生装置）、ゲーム機、ＰＣ（Personal　Computer）などのコンピュータなど、様々
な機器に適用することができる。また、本実施形態は、例えば、上記のような機器に組み
込むことが可能な、処理ＩＣ（Integrated　Circuit）に適用することもできる。
【０１８９】
　また、本実施形態は、例えばクラウドコンピューティングなどのように、ネットワーク
への接続（または各装置間の通信）を前提とした、複数の装置からなるシステムにより実
現されてもよい。つまり、上述した本実施形態に係る情報処理装置は、例えば、複数の装
置からなる情報処理システムとして実現することも可能である。
【０１９０】
（本実施形態に係るプログラム）
　コンピュータを、本実施形態に係る情報処理装置として機能させるためのプログラム（
例えば、“上記（１）の処理（判定処理）、および上記（２）の処理（音声認識制御処理
）”や“上記（１）の処理（判定処理）～（３）の処理（表示制御処理）”など、本実施
形態に係る情報処理方法に係る処理を実行することが可能なプログラム）が、コンピュー
タにおいてプロセッサなどにより実行されることによって、音声認識が行われる場合にお
けるユーザの利便性の向上を図ることができる。
【０１９１】
　また、コンピュータを、本実施形態に係る情報処理装置として機能させるためのプログ
ラムが、コンピュータにおいてプロセッサなどにより実行されることによって、上述した
本実施形態に係る情報処理方法に係る処理によって奏される効果を奏することができる。
【０１９２】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【０１９３】
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　例えば、上記では、コンピュータを、本実施形態に係る情報処理装置として機能させる
ためのプログラム（コンピュータプログラム）が提供されることを示したが、本実施形態
は、さらに、上記プログラムを記憶させた記録媒体も併せて提供することができる。
【０１９４】
　上述した構成は、本実施形態の一例を示すものであり、当然に、本開示の技術的範囲に
属するものである。
【０１９５】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定
的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代
えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【０１９６】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　表示画面におけるユーザの視線の位置に関する情報に基づいて、ユーザが所定のオブジ
ェクトを見たかを判定する判定部と、
　ユーザが所定のオブジェクトを見たと判定された場合に、音声認識処理を制御する音声
認識制御部と、
　を備える、情報処理装置。
（２）
　前記音声認識制御部は、見たと判定された前記所定のオブジェクトに基づいて、認識す
る命令を動的に変えるよう制御する、（１）に記載の情報処理装置。
（３）
　前記音声認識制御部は、見たと判定された前記所定のオブジェクトに対応する命令を認
識するよう制御する、（１）、または（２）に記載の情報処理装置。
（４）
　前記音声認識制御部は、見たと判定された前記所定のオブジェクトを含む表示画面にお
ける領域内に含まれる、他のオブジェクトに対応する命令を認識するよう制御する、（１
）～（３）のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（５）
　前記音声認識制御部は、
　所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザに対応するユーザの視線の位置に関する
情報に基づいて、音源分離を行うことが可能な音声入力デバイスに、所定のオブジェクト
を見たと判定されたユーザの位置から発せられる音声を示す音声信号を取得させ、
　前記音声入力デバイスにより取得された音声信号に対して音声認識を行わせる、（１）
～（４）のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（６）
　前記音声認識制御部は、
　所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザに対応するユーザの視線の位置に関する
情報に基づくユーザの位置と、音源定位を行うことが可能な音声入力デバイスが測定した
音源の位置との差分が、設定された閾値以下の場合、または、
　前記ユーザの位置と前記音源の位置との差分が、前記閾値より小さい場合に、
　前記音声入力デバイスにより取得された音声を示す音声信号に対して音声認識を行わせ
る、（１）～（４）のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（７）
　前記判定部は、ユーザの視線の位置に関する情報が示す視線の位置が、所定のオブジェ
クトを含む表示画面における第１領域内に含まれる場合に、ユーザが所定のオブジェクト
を見たと判定する、（１）～（６）のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（８）
　前記判定部が、ユーザが所定のオブジェクトを見たと判定した場合、
　前記判定部は、所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザに対応するユーザの視線
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の位置に関する情報が示す視線の位置が、所定のオブジェクトを含む表示画面における第
２領域内に含まれなくなったときに、前記ユーザが所定のオブジェクトを見ていないと判
定し、
　前記音声認識制御部は、前記ユーザが所定のオブジェクトを見ていないと判定されたと
きに、前記ユーザに対する音声認識を終了させる、（１）～（７）のいずれか１つに記載
の情報処理装置。
（９）
　前記判定部が、ユーザが所定のオブジェクトを見たと判定した場合、
　前記判定部は、
　所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザに対応するユーザの視線の位置に関する
情報が示す視線の位置が、所定のオブジェクトを含む表示画面における第２領域内に含ま
れない状態が、設定された設定時間以上継続するとき、または、
　所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザに対応するユーザの視線の位置に関する
情報が示す視線の位置が前記第２領域内に含まれない状態が、前記設定時間より長く継続
するときに、
　前記ユーザが所定のオブジェクトを見ていないと判定し、
　前記音声認識制御部は、前記ユーザが所定のオブジェクトを見ていないと判定されたと
きに、前記ユーザに対する音声認識を終了させる、（１）～（７）のいずれか１つに記載
の情報処理装置。
（１０）
　前記判定部は、所定のオブジェクトを見たと判定されたユーザに対応するユーザの視線
の位置に関する情報が示す視線の位置の履歴に基づいて、前記設定時間を動的に設定する
、（９）に記載の情報処理装置。
（１１）
　前記判定部は、一のユーザが所定のオブジェクトを見たと判定した後に、前記一のユー
ザが所定のオブジェクトを見ていないと判定されていない場合には、他のユーザが所定の
オブジェクトを見たとは判定しない、（１）～（１０）のいずれか１つに記載の情報処理
装置。
（１２）
　前記判定部は、
　前記表示画面において画像が表示される方向が撮像された撮像画像に基づいてユーザを
特定し、
　特定されたユーザに対応するユーザの視線の位置に関する情報に基づいて、ユーザが所
定のオブジェクトを見たかを判定する、（１）～（１１）のいずれか１つに記載の情報処
理装置。
（１３）
　前記所定のオブジェクトを表示画面に表示させる表示制御部をさらに備える、（１）～
（１２）のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（１４）
　前記表示制御部は、前記ユーザの視線の位置に関する情報が示す視線の位置によらず、
表示画面における設定されている位置に、前記所定のオブジェクトを表示させる、（１３
）に記載の情報処理装置。
（１５）
　前記表示制御部は、前記ユーザの視線の位置に関する情報に基づいて、前記所定のオブ
ジェクトを選択的に表示させる、（１３）に記載の情報処理装置。
（１６）
　前記表示制御部は、前記所定のオブジェクトを表示させる場合には、設定されている表
示方法を用いて前記所定のオブジェクトを表示させる、（１５）に記載の情報処理装置。
（１７）
　前記表示制御部は、前記所定のオブジェクトを表示させる場合には、前記ユーザの視線
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示させる、（１５）、または（１６）に記載の情報処理装置。
（１８）
　前記表示制御部は、音声認識が行われている場合、前記所定のオブジェクトの表示態様
を変える、（１３）～（１７）のいずれか１つに記載の情報処理装置。
（１９）
　表示画面におけるユーザの視線の位置に関する情報に基づいて、ユーザが所定のオブジ
ェクトを見たかを判定するステップと、
　ユーザが所定のオブジェクトを見たと判定された場合に、音声認識処理を制御するステ
ップと、
　を有する、情報処理装置により実行される情報処理方法。
（２０）
　表示画面におけるユーザの視線の位置に関する情報に基づいて、ユーザが所定のオブジ
ェクトを見たかを判定するステップ、
　ユーザが所定のオブジェクトを見たと判定された場合に、音声認識処理を制御するステ
ップ、
　をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【符号の説明】
【０１９７】
　１００　情報処理装置
　１０２　　通信部
　１０４　　制御部
　１１０　　判定部
　１１２　　音声認識制御部
　１１４　　表示制御部
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